
   学校の通学区域の変更について 

 みよし市立小中学校の学区設定基準の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２中、 

「 

 黒笹いずみ三丁目  

」を 

「 

 黒笹いずみ三丁目  

 黒笹山手  

」に改める。 

附 則 

  この基準は、令和２年８月２０日から施行する。 


